
都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）

○
平

成
２
４
年

１
１
月

に
、
都

市
公

園
法

施
行

令
及

び
都

市
公

園
法

施
行

規
則

の
改

正
に
よ
り
、
太

陽
電

池
発

電
施

設
等

を
占

用
物

件
に
追

加
し
、
技

術
的

基
準

等
を
定

め
た
。

○
近

年
の

環
境

意
識

の
高

ま
り
か

ら
、
都

市
に
お
い
て
化

石
燃

料
以

外
の

エ
ネ
ル

ギ
ー
の

利
用

や
化

石
燃

料
の

効
率

的
利

用
が

求
め
ら
れ

て
い
く
中

、
太

陽
電

池
発

電
施

設
な
ど
の
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に
資

す
る
発

電
施

設
等

を
設

置
す
る
場

所
が

必
要

と
さ
れ

て
お
り
、

○
こ
の

た
め
、
都

市
公

園
を
こ
れ

ら
の

施
設

の
設

置
場

所
と
し
て
、
公

衆
の

利
用

に
支

障
を
及

ぼ
さ

な
い
範

囲
で
利

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
占

用
物

件
の

範
囲

の
拡

大
等

を
行

っ
た
。

改
正

趣
旨

１
．
都

市
公

園
へ

の
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
改

正
の

背
景

１

■
都

市
公

園
法

施
行

令
（
昭

和
三

十
一

年
政

令
第

二
百

九
十

号
）
抄

（
占
用
物
件
）

第
十

二
条

法
第

七
条

第
七

号
の
政

令
で
定

め
る
工

作
物

そ
の
他

の
物

件
又

は
施

設
は
、
次

に
掲

げ
る
も
の
と
す

る
。

一
の
三

環
境

へ
の

負
荷

の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
で
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
も
の

（
占

用
に
関

す
る
制

限
）

第
十

六
条

都
市

公
園

の
占

用
に
つ

い
て
は
、
次

に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六
の
二

第
十

二
条

第
一

号
の
二

に
掲

げ
る
災

害
応

急
対

策
に
必

要
な
施

設
及

び
同

条
第

一
号

の
三

に
掲

げ
る
発

電
施

設
は

、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
基

準
に
適

合
す
る
こ
と
。

■
都
市
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
号
）
抄

（
環

境
へ

の
負

荷
の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
）

第
五

条
の
三

令
第

十
二

条
第

一
号

の
三

の
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
環

境
へ

の
負

荷
の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
は
、
次

に
掲

げ
る
も
の
と
す

る
。

一
太

陽
電

池
発

電
施

設
（
災

害
応

急
対

策
に
必

要
な
施

設
及

び
発

電
施

設
に
関

す
る
基

準
）

第
七

条
の
二

令
第

十
六

条
第

六
号

の
二

の
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
基

準
は
、
次

に
掲

げ
る
と
お

り
と
す

る
。

三
第

五
条

の
三

第
一

号
に
掲

げ
る
太

陽
電

池
発

電
施

設
に
つ

い
て
は
、
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か
つ
、
当

該
建

築
物

の
建

築
面

積
を
増

加
さ
せ

な
い
こ
と
。

通番４：都市公園における太陽光発電施設の設置基準の緩和（国土交通省）
通番４３：都市公園の廃止に係る規定の弾力化（国土交通省）

10

CO886158
長方形



都
市

公
園

法
施

行
規

則
第

７
条

の
２
第

３
号

に
定

め
ら
れ

た
技

術
的

基
準

（
抜

粋
）

「
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か

つ
、
当

該
建

築
物

の
建

築
面

積
を
増

加
さ
せ

な
い
こ
と
」

○
環

境
負

荷
の

低
減

に
資

す
る
太

陽
電

池
発

電
施

設
で
あ
っ
て
も
、
広

場
等

に
設

置
さ

れ
た
場

合
に
は

、
当

該
広

場
の

広
場

と
し
て
の

効
用

や
公

園
の

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
機

能
が

損
な
わ

れ
る
恐

れ
が

あ
る
の

で
、
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か

つ
、
当

該
建

築
面

積
を

増
加

さ
せ

な
い
範

囲
内

で
認

め
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
「
都

市
公

園
法

解
説

（
改

訂
新

版
）
」
よ
り
）

（
参

考
）

都
市

公
園

法
施

行
規

則
改

正
時

に
は

、
「
既

設
の

建
築

物
」
と
し
て
、
公

園
施

設
と
し
て
の

一
定

の
規

模
の

屋
根

や
屋

上
を
有

す
る
運

動
施

設
（
野

球
場

等
）
、
教

養
施

設
（
図

書
館

等
）
、
便

益
施

設
（
駐

車
場

）
等

が
想

定
さ
れ

て
い
た
。

２
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

に
つ
い
て

２

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）
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（
国

住
指

第
4
9
3
6
号

平
成

2
3
年

3
月

2
5
日

）
各

都
道

府
県

、
建

築
行

政
主

務
部

長
宛

国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長

太
陽

光
発

電
設

備
等

に
係

る
建

築
基

準
法

の
取

扱
い
に
つ
い
て

（
抜

粋
）

第
２

土
地

に
自

立
し
て
設

置
す
る
太

陽
光

発
電

設
備

の
取

扱
い

土
地

に
自

立
し
て
設

置
す
る
太

陽
光

発
電

設
備

に
つ
い
て
は

、
太

陽
光

発
電

設
備

自
体

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
除

い
て
架

台
下

の
空
間
に
人
が
立
ち
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
架
台
下
の

空
間

を
居

住
、
執

務
、
作

業
、
集

会
、
娯

楽
、
物

品
の

保
管

又
は

格
納

そ
の

他
の

屋
内

的
用

途
に
供

し
な
い
も
の

に
つ
い
て
は

、
法

第
２
条
第

１
号

に
規

定
す
る
建

築
物

に
該

当
し
な
い
も
の

と
す
る
。

○
ご
提
案
の
太
陽
電
池
発
電
施
設
が
、
「
建
築
物
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法

に
基
づ
き
、
建
築
主
事
が
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

※
な
お
、
都
市
公
園
法
で
は
、
公
園
施
設
の
建
築
面
積
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で

定
め
る
建

ぺ
い
率

の
基

準
を
超

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
（
都

市
公

園
法

第
４
条

）

■
建

築
基

準
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第

二
百

一
号

）
抄

第
二

条
こ
の
法

律
に
お

い
て
次

の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各

号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
建

築
物

土
地

に
定

着
す
る
工

作
物

の
う
ち
、
屋

根
及

び
柱

若
し
く
は

壁
を
有

す
る
も
の

（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
含

む
。
）
、
こ
れ
に
附

属
す

る
門

若
し
く
は
塀

、
観

覧
の
た
め
の
工

作
物

又
は
地

下
若

し
く
は
高

架
の
工

作
物

内
に
設

け
る
事

務
所

、
店

舗
、
興

行
場

、
倉

庫
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
施

設
（
鉄

道
及

び
軌

道
の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に
関

す
る
施

設
並

び
に
跨

線
橋

、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
の
上

家
、
貯

蔵
槽

そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
施

設
を
除

く
。
）
を
い
い
、
建

築
設

備
を
含

む
も
の
と
す

る
。

３

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）
３
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

の
考

え
方

（
１
）

（
参
考
）
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○
ご
提
案
の
太
陽
電
池
発
電
施
設
が
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
、
当
該
発
電
施
設
が
「
既
設
の
建

築
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
公
園
管
理
者
が
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と

に
な
る
。

○
一

般
論

と
し
て
、
公

園
施

設
で
あ
る
駐

車
場

の
屋

根
と
し
て
の

機
能

と
占

用
物

件
で
あ
る
発

電
施

設
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
持

つ
太
陽
光
発
電
施
設
と
し
て
解
釈
で
き
る
場
合
、
通
常
、
都
市
公
園
と
し

て
の
効
用
や
公
園
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

○
し
た
が

っ
て
、
こ
の

よ
う
な
発

電
施

設
は

、
「
既

設
の

建
築

物
に
設

置
さ
れ

て
い
る
」
も
の

と
み

な
し
て

差
し
支

え
な
い
。

４

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）

３
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

の
考

え
方

（
２
）
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（
参

考
）
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

例

浜
寺

公
園

（
大

阪
府

高
石

市
）

○
園
内
の
休
憩
施
設
の
屋
根
の
上

部
に
設
置
。

○
休

憩
施

設
と
な
る
日

よ
け
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
上
に
太
陽
電

池
発
電
施
設
を
設
置
し
、
施
設
の

照
明
の
点
灯
に
活
用
。

鳥
屋

野
潟

公
園

（
新

潟
県

新
潟

市
）

○
園

内
の

事
務

所
の

屋
根

の
上

部
に
設
置
。

○
太
陽
電
池
発
電
施
設
に
よ
り
発

生
し
た
電
気
を
施
設
の
照
明
等

の
点
灯
に
活
用
。

北
条

公
園

（
愛

媛
県

松
山

市
）

○
園
内
の
体
育
館
の
屋
根
の
上
部

に
設
置
。

○
太
陽
電
池
発
電
施
設
に
よ
り
発
生

し
た
電
気
を
施
設
の
照
明
等
の
点

灯
に
活
用
。

○
な
お
、
発
生
し
た
余
剰
電
力
は
電

力
会
社
に
売
電
し
て
い
る
。

は
ま
で
ら

と
や

の
が

た
ほ

う
じ
ょ
う

５
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（
参

考
）
都

市
公

園
法

の
概

要

都
市

公
園

公
園

施
設

＜
都

市
公

園
の

効
用

を
全

う
す
る
施

設
＞

都
市

公
園

の
設

置
・
管

理
基

準
等

に
係

る
規

定

・
都
市
公
園

供
用
開
始
の
要
件

・
都
市
公
園

の
設
置
基
準

・
公
園
施
設

の
設
置
基
準

等

・
公
園
管
理
者
（
国
・
地
方
公
共
団
体
）

・
公
園
管
理
者
以
外
の
者
の
公
園
施
設
の
設
置
等

・
兼
用
工
作
物
の
管
理

・
占
用
許
可
物
件
（
占
用
物
件
：
電
柱
・
水
道
等
）

・都
市
公
園
内
で
の
禁
止
・許

可
行
為
事
項

・
都
市
公
園
の
保
存

・占
用
料
・使

用
料
の
徴
収

等

設 置 ・ 管 理 に 係 る 国 ・ 地 方 公 共 団

体 等 の 費 用 負 担 割 合 等

※
斜
体
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置

す
る
公

園
に
つ
い
て
、
そ
の

条
例

に
委

任
さ
れ
て
い
る
事

項

・
立
体
都
市
公
園
に
関
す
る
規
定

・
地
方
公
共
団
体
へ
の
補
助
金
交
付
規
定

・
公

園
管

理
者

に
よ
る
監

督
処

分
・
罰

則
規

定

・
私
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定

・
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
定

等

園
路

、
広

場
、
植

栽
（
修

景
施

設
）
、
休

憩
所

（
休

養
施

設
）
、
ぶ

ら
ん
こ
（
遊

技
施

設
）
、
野

球
場

（
運

動
施

設
）
、
植

物
園

（
教

養
施

設
）
、
売

店
（
便

益
施

設
）
、
門

（
管

理
施

設
）
等

①
国
営
公
園

②
地

方
公

共
団

体
が

設
置

す
る
公

園

＜
法

目
的

＞
都

市
公

園
の

健
全

な
発

達
・
公

共
の

福
祉

の
増

進

都
市

公
園

・
公

園
施

設
の

定
義

そ
の

他

管
理

設
置

６

15



※
占

用
物

件
と
し
て
許

可
さ
れ

る
た
め
に
は

、
以

下
の

条
件

を
全

て
を
満

た
す
必

要
が

あ
る
。

①
占

用
が

公
衆

の
都

市
公

園
の

利
用

に
著

し
い
支

障
を
及

ば
さ
な
い
こ
と

②
必

要
や

む
を
得

な
い
と
認

め
ら
れ

る
こ
と

③
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

④
物
件
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と

（
例
）
電
柱
、
電
線
、
水

道
管
、
下
水
道
管
、
軌
道
、
公
共
駐
車
場
、
郵
便
ポ
ス
ト
、
公
衆
電
話
、

災
害
用
収
容
仮
設
施
設
、
競
技
会
等
の
催
し
物
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

等

※
占
用
期
間
：
１
０
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
（
物
件
に
よ
り
異
な
る
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
）

（
参

考
）
都

市
公

園
の

占
用

都
市
公
園
は
、
休
息
、
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、
都
市
環
境
の
改
善
、
生
物
多
様
性
の
確
保
等
、
災
害

時
に
お
け
る
避

難
地

等
、
多

面
的

な
機

能
を
持

っ
た
公

共
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
性

格
を
有

す
る
。

こ
の

た
め
、
都

市
公

園
に
公

園
施

設
以

外
の

工
作

物
そ
の

他
の

物
件

又
は

施
設

を
設

け
て
都

市
公

園
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公

園
管

理
者

の
許

可
が

必
要

。

占
用

物
件

の
許

可
条

件

・
外
観
・
構
造
に
係
る
規
制

・
設
置
基
準
規
制
（
地
下
埋
設
義
務
、
建
築
面
積
規
制

等
）

・
設
置
に
係
る
工
事
要
件

占
用

に
係

る
規

制

７

＜
都
市
公
園
法
６
，
７
条
＞

＜
都

市
公

園
法

施
行

令
1
2
～

1
7
条

＞
＜

都
市

公
園

法
施

行
規

則
５
～

８
条

＞
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都
市

公
園

の
保

存
（
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
）

○
都
市
に
お
け
る
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
人
々
の
憩
い
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
る
ほ

か
、
都
市
景
観
の
向
上
、
都
市
環
境
の
改
善
、
災
害
時
の
避
難
場
所
等
と
し
て
機
能
す
る
な
ど
多
様

な
機

能
を
有

し
て
い
る
。

○
こ
の
よ
う
な
緑

と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の

中
核

と
な
る
都

市
公

園
の

積
極

的
な
整

備
を
図

る
と
と

も
に
都

市
住

民
の

貴
重

な
資

産
と
し
て
そ
の

存
続

を
図

る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
た
め
、
保

存
規

定
が

設
け
ら
れ

た
。

○
こ
の

た
め
、
他

の
都

市
計

画
事

業
が

施
行

さ
れ

る
場

合
や
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
等

の
他

、
み

だ
り
に
都

市
公

園
を
廃

止
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
。

１
．
都

市
公

園
の

保
存

規
定

の
趣

旨

■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

七
十

九
号

）
抄

（
都

市
公

園
の
保

存
）

第
十
六
条

公
園
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
み

だ
り
に
都

市
公

園
の
区

域
の
全

部
又

は
一

部
に
つ

い
て
都

市
公

園
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
都

市
公

園
の
区

域
内

に
お

い
て
都

市
計

画
法

の
規

定
に
よ
り
公

園
及

び
緑

地
以

外
の
施

設
に
係

る
都

市
計

画
事

業
が

施
行

さ
れ
る
場
合
そ
の
他

公
益

上
特

別
の

必
要

が
あ
る
場

合
二

・
三

（
略

）

１
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○
「
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
そ
の
区
域
を
都
市
公
園
の
用
に
供
し
て
お
く
よ
り
も
、

他
の

施
設

の
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
の

方
が

公
益

上
よ
り
重

要
だ
と
い
う
場

合
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の

判
断
は
、
最
も
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
客
観

性
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め

公
聴
会
を
開
き
、
真
に
利

害
関
係
を
有
す
る
者
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
か
ら
意
見
を
聞
く
等

の
運

用
を
行

う
こ
と
が

好
ま
し
い
と
考

え
る
。

（
「
都

市
公

園
法

解
説

（
改

訂
新

版
）
」
よ
り
）

■
都

市
公

園
法

運
用

指
針

（
平

成
２
４
年

４
月

国
土

交
通

省
都

市
局

）
抜

粋
（
参

考
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
つ
い
て
）

「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
と
は

、
そ
の

区
域

を
都

市
公

園
の

用
に
供

し
て
お
く
よ
り
も
、
他

の
施

設
の

た
め
に
利

用
す
る

こ
と
の

方
が

公
益

上
よ
り
重

要
と
判

断
さ
れ

る
場

合
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
客

観
性

を
確

保
し
つ
つ
慎

重
に
行

う
必

要
が
あ
る
。
例
え
ば
土
地
収
用
法
第
４
条
に
お
い
て
は
、
同
法
又

は
他

の
法

律
に
よ
っ
て
、
土

地
等

を
収

用
し
、
又

は
使

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
事

業
の

用
に
供

し
て
い
る
土

地
等

は
、
特

別
の

必
要

が
な
け
れ

ば
収

用
し
、
又

は
使

用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨

規
定

し
て
い
る
が

、
法

第
１
６
条

で
規

定
す
る
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
お
い
て
も
、
少

な
く
と
も
土

地
収

用
法

第
４
条

に
規

定
す
る
程

度
の

特
別

の
必

要
が

求
め
ら
れ

る
と
考

え
ら
れ

る
。

公
園
管
理
者
が
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
都
市
公
園
の
廃
止
は
可
能
。

２

都
市

公
園

の
保

存
（
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
）

２
．
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
つ
い
て
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都
市

公
園

の
保

存

元
屋

敷
公

園
（
熊

本
県

芦
北

町
）

○
下

水
道

施
設

（
ポ
ン
プ
場

）
整

備
の

た
め
都

市
公

園
を
廃
止

（
都

市
公

園
法

第
16

条
第
1号

に
基

づ
く
廃

止
）

(都
市

公
園

法
第
16

条
に
基

づ
く
都

市
公

園
の

廃
止

事
例

）

吉
志

ゆ
め
公

園
（
福

岡
県

北
九

州
市

）

○
都
市
公
園
を
廃
止
・
統
合
し
、
代
替
地
に
新
た
に
、

従
前

よ
り
大

規
模

な
公

園
を
整

備
（
都

市
公

園
法

第
16

条
第
2号

に
基

づ
く
廃

止
）

も
と
や

し
き

き
し

３
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○
都
市
公
園
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
国
土
交
通
大
臣
へ
の
報
告
や
都
市
公
園
台
帳
の
記
載
事
項

の
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
あ
る
。

○
特
に
、
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
都
市
公
園
の
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
等
、
別
途
都
市
計
画
法

に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
が
必
要
。

■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

七
十

九
号

）
抄

（
都

市
公

園
台

帳
）

第
十

七
条

公
園

管
理

者
は
、
そ
の
管

理
す

る
都

市
公

園
の
台

帳
（
以

下
こ
の
条

に
お

い
て
「
都

市
公

園
台

帳
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、

こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
都

市
公

園
台

帳
の
記

載
事

項
そ
の
他

そ
の
作

成
及

び
保

管
に
関

し
必

要
な
事

項
は
、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
。

３
公

園
管

理
者

は
、
都

市
公

園
台

帳
の
閲

覧
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
拒

む
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
報

告
及

び
資

料
の
提

出
）

第
三

十
条

地
方

公
共

団
体

は
、
都

市
公

園
を
設

置
し
、
そ
の
区

域
を
変

更
し
、
若

し
く
は
都

市
公

園
を
廃

止
し
た
と
き
、
又

は
こ
の
法

律
に
基

く
条

例
を
制

定
し
た
と
き
は
、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国

土
交

通
大

臣
に
報

告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
（
略

）

４

（
参

考
）
都

市
公

園
の

廃
止

手
続

き
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（
参

考
）
都

市
公

園
法

の
趣

旨

（
馬

場
建

設
大

臣
）

従
来
、
営

造
物

で
あ
る
公

園
に
関

す
る
法

制
と
し
て
は

、
明

治
六

年
太

政
官

布
告

第
十

六
号

の
ほ

か
は

、
わ

ず
か

に
都

市
計

画
法

及
び
土

地
区

画
整

理
法

に
そ
の

建
設

に
関

す
る
規

定
が

散
在

す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

が
管

理
に
関

す
る
法

制
は

全
く
存

在
し
な

か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の

結
果

、
公

園
の

管
理

の
適

切
を
欠

く
も
の

が
多

く
、
あ
る

い
は

荒
廃

し
、
あ
る
い
は

壊
滅

し
た
公

園
も
少

な
く
な
い
状

況
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

よ
う
な
事

態
に
対

処
す
る
た
め
、
公

園
の

規
制

に
関

す
る
法

律
の

制
定

が
長

年
に
わ

た
り
各

方
面

か
ら
要

望
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
の

で
、
こ
こ
に
都

市
公

園
の

設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
基

準
等

を
定

め
て
都

市
公

園
の

健
全

な
発

達
を
は

か
り
、
も
っ
て
公

共
の

福
祉

の
増

進
に
資

す
る
た
め
、
本

法
案

を
提

案
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

（
昭

和
三

十
一

年
三

月
十

五
日

（
衆

）
建

設
委

員
会

議
事

録
抜

粋
）

都
市

公
園

法
案

提
出

の
際

の
提

案
理

由
説

明

５
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